
　

国
土
交
通
省
が
、
建
築
物

省
エ
ネ
法
改
正
案
の
今
国
会

で
提
出
を
目
指
し
て
い
る
。

改
正
案
が
成
立
す
れ
ば
、
こ

れ
ま
で
対
象
と
し
て
い
な
か

っ
た
賃
貸
住
宅
も
建
築
物
省

エ
ネ
法
の
対
象
と
な
る
。
国

の
計
画
で
は
２
０
３
０
年
度

ま
で
に
温
暖
化
ガ
ス
の
排
出

量
を
13
年
度
と
比
較
し
て
26

％
の
削
減
を
す
る
こ
と
を
目

標
と
し
て
い
る
。
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
基
準
へ
の
適
合
が
義
務

化
さ
れ
る
の
は
、
延
べ
床
面

積
３
０
０
㎡
以
上
、
２
０
０

０
㎡
未
満
の
中
規
模
建
築
物

ま
で
で
、
住
宅
や
小
規
模
建

築
物
は
対
象
外
と
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
建
売
戸
建
住
宅
の

省
エ
ネ
性
能
向
上
を
促
す
目

的
で
設
立
さ
れ
た
「
住
宅
ト

ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
制
度
」
の
対

象
が
賃
貸
住
宅
に
も
広
げ
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
住
宅

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
制
度
」は
、

省
エ
ネ
法
改
正
に
よ
り
設
け

ら
れ
た
制
度
で
、
年
間
１
５

０
戸
以
上
の
分
譲
戸
建
住
宅

を
供
給
す
る
建
設
会
社
に
対

し
て
、
一
定
の
省
エ
ネ
基
準

に
適
合
す
る
形
で
新
築
住
宅

建
設
を
行
う
よ
う
求
め
る
も

の
だ
。
２
０
１
７
年
度（
一
部

２
０
１
６
年
度
）
の
建
設
実

績
で
供
給
戸
数
が
３
０
０
戸

以
上
の
賃
貸
住
宅
建
設
会
社

だ
と
、
46
社
（
計
２
３
３,

４

８
１
戸
建
設
）
が
対
象
と
な

る
。
基
準
と
な
る
年
間
建
設

戸
数
は
現
在
は
未
定
だ
が
、

多
く
の
賃
貸
住
宅
建
設
会
社

が
対
象
と
な
る
と
予
想
さ
れ

る
。こ
こ
で
改
め
て
「
建
築
物

省
エ
ネ
法
」
の
概
要
を
解
説

し
よ
う
。
ま
ず
背
景
と
し
て
、

国
内
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要

は
、
東
日
本
大
震
災
以
降
よ

り
逼
迫
し
て
お
り
、
生
活
や

経
済
活
動
に
対
し
て
充
分
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
供
給
さ
れ
る

の
か
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
そ

ん
な
中
、
産
業
や
運
輸
と
い

っ
た
分
野
で
は
、
省
エ
ネ
化

が
進
み
利
用
す
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
減
少
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
建
築
部
門
に
お
い
て
は

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
は
増
大
し

て
お
り
、
現
在
で
は
全
体
の

１
／
３
を
占
め
る
ま
で
に
な

っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。こ
れ
を
受
け
て
、
建
築
部

門
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の

抜
本
的
強
化
が
必
要
不
可
欠

と
の
認
識
か
ら
「
建
築
物
省

エ
ネ
法
」が
制
定
さ
れ
た
。こ

の
省
エ
ネ
法
は
以
下
の
３
点

の
省
エ
ネ
基
準
適
合
義
務
・

省
エ
ネ
適
合
判
定
の
処
置
が

課
さ
れ
る
。（
政
令
：
２
０
０

０
㎡
）
①
新
築
時
等
に
、
建
築

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

基
準（
省
エ
ネ
基
準
）
へ
の
適

合
義
務
②
基
準
適
合
に
つ
い

て
所
管
行
政
庁
又
は
登
録
省

エ
ネ
判
定
機
関
の
判
定
を
受

け
る
義
務
③
建
築
基
準
法
に

基
づ
く
建
築
確
認
手
続
き
に

連
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

実
効
性
を
確
保
。

　

ま
た
、
住
宅
ト
ッ
プ
プ
ラ

ン
ナ
ー
制
度
に
つ
い
て
は
、

住
宅
上
建
築
主
に
対
し
て
、

そ
の
供
給
す
る
建
売
戸
建
て

住
宅
に
関
す
る
省
エ
ネ
性
能

基
準
（
住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ

ー
基
準
）を
定
め
、
省
エ
ネ
性

能
の
向
上
を
誘
導
す
る
。
こ

の
住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
基

準
に
適
合
し
な
い
場
合
は
、

一
定
数
（
政
令
：
年
間
１
５

０
戸
）
以
上
新
築
す
る
事
業

者
に
対
し
て
は
、
必
要
に
応

じ
て
大
臣
が
勧
告
・
公
表
・
命

令
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い

う
も
の
だ
。
で
は
事
業
者
は

ど
の
よ
う
な
省
エ
ネ
性
能
向

上
の
た
め
の
取
り
組
み
を
行

う
必
要
が
あ
る
の
か
、
い
く

つ
か
事
例
を
あ
げ
て
み
よ

う
。「
①
外
壁
、
窓
等
を
通
し

て
熱
の
損
失
防
止
（
断
熱

化
）
」
外
壁
の
断
熱
材
を
厚
く

す
る
。
窓
を
ペ
ア
ガ
ラ
ス
に

す
る
等
、
熱
を
逃
げ
に
く
く

し
、
室
内
温
度
の
維
持
を
図

る
こ
と
で
、
空
調
設
備
で
消

費
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
減

少
さ
せ
る
。「
②
設
備
の
効
率

化
」
空
調
、
照
明
な
ど
の
設
備

の
効
率
化
を
図
り
、
同
じ
効

用（
室
温
、
明
る
さ
等
）
を
得

る
た
め
に
消
費
さ
れ
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
抑
え
る
。「
③
太
陽

光
発
電
等
に
よ
る
創
エ
ネ
ル

ギ
ー
」
太
陽
光
発
電
な
ど
に

よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
創
出
す

る
こ
と
で
、
化
石
燃
料
に
よ

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
を
抑

え
る
。
こ
う
い
っ
た
取
り
組

み
を
今
後
、
戸
建
て
事
業
者

だ
け
で
な
く
、
賃
貸
住
宅
建

築
事
業
者
に
も
適
用
し
て
い

く
考
え
だ
。
現
時
点
で
は
ど

の
程
度
の
規
模
の
事
業
者
に

適
用
さ
れ
る
か
は
不
明
だ
。

将
来
的
に
は
事
業
所
の
大
小

問
わ
ず
省
エ
ネ
性
能
賃
貸
住

宅
の
供
給
が
当
た
り
前
の
時

代
が
来
る
の
も
、
そ
う
遠
く

な
い
未
来
だ
ろ
う
。

　

国
土
交
通
省
は
、
所
有
者

不
明
土
地
の
解
消
、
抑
制
に

向
け
た
基
本
制
度
の
見
直
し

を
実
施
し
、
土
地
基
本
法
改

正
の
方
向
性
を
発
表
し
た
。

同
省
で
は
、
有
識
者
に
よ
る

議
論
が
７
回
に
わ
た
っ
て
行

わ
れ
た
。
空
き
家
や
空
き
土

地
な
ど
所
有
者
不
明
土
地
の

流
通
を
目
的
と
し
て
土
地
政

策
の
再
構
築
を
行
い
、
２
０

２
０
年
ま
で
に
土
地
基
本
法

の
改
正
目
指
す
。
88
年
の
バ

ブ
ル
期
に
制
定
さ
れ
た
土
地

基
本
法
は
、
土
地
の
高
騰
を

背
景
に
適
正
な
土
地
利
用
を

促
す
規
定
が
定
め
ら
れ
た
。

し
か
し
近
年
で
は
所
有
者
不

明
土
地
の
増
加
が
問
題
と
な

り
、
ま
た
、
所
有
者
不
明
土

地
の
流
通
に
関
す
る
手
続
き

な
ど
に
は
負
担
が
大
き
い
と

い
う
課
題
が
生
じ
て
い
る
。

管
理
さ
れ
な
い
土
地
は
不
法

投
棄
場
所
に
な
っ
た
り
、
害

虫
の
発
生
や
、
犯
罪
の
温
床

と
な
る
等
の
リ
ス
ク
を
抱
え

る
問
題
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で

所
有
者
の
所
在
地
が
不
明
な

場
合
に
は
現
地
調
査
を
行
う

事
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
今

回
の
見
直
し
で
は
所
有
者
の

探
索
に
つ
な
が
る
関
連
情
報

の
ア
ク
セ
ス
を
円
滑
化
し
、

検
索
範
囲
の
拡
大
が
行
わ
れ

る
。
ま
た
、
所
有
者
が
判
明

し
て
い
る
場
合
で
も
、
土
地

の
利
用
や
管
理
に
関
す
る
責

務
と
役
割
分
担
を
、
所
有
者

・
近
隣
住
民
・
国
・
地
方
公

共
団
体
で
整
備
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
ま
ず
、
土
地
所
有

者
や
所
有
者
以
外
の
関
係
者

に
対
し
、
土
地
の
適
切
な
利

用
や
管
理
を
促
進
す
る
。
土

地
の
所
有
・
管
理
は
土
地
所

有
者
の
責
務
で
あ
る
こ
と
を

改
め
て
示
し
、
土
地
所
有
者

が
遠
隔
地
等
に
住
ん
で
い
る

な
ど
、
所
有
地
の
管
理
が
困

難
な
場
合
、
所
有
者
以
外
の

地
域
に
お
け
る
適
切
な
土
地

管
理
を
市
区
町
村
等
が
国
と

連
携
し
な
が
ら
支
援
す
る
制

度
の
構
築
や
土
地
管
理
の
受

け
皿
確
保
の
取
り
組
み
を
進

め
る
。
土
地
所
有
者
に
よ
る

管
理
が
困
難
な
場
合
に
は
、

近
隣
住
民
や
地
域
と
い
っ
た

関
係
者
が
必
要
に
応
じ
て
話

し
合
い
、
市
区
町
村
や
街
づ

く
り
関
連
団
体
が
土
地
管
理

の
合
意
形
成
を
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
ト
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
近

隣
住
民
や
地
域
が
必
要
に
応

じ
て
役
割
を
担
う
こ
と
で
、

土
地
所
有
者
の
責
務
を
補
完

し
、
住
民
や
地
域
の
利
益
に

つ
な
が
る
よ
う
取
り
組
む
考

え
だ
。
ま
た
、
地
域
の
公
益

に
つ
な
が
る
管
理
困
難
土
地

に
関
し
て
は
、
市
区
町
村
や

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
街
づ

く
り
団
体
が
利
用
管
理
で
き

る
よ
う
に
し
、
最
終
的
に
は

国
が
管
理
困
難
土
地
を
譲
り

受
け
る
制
度
も
創
設
す
る
。

土
地
基
本
法
改
正
案
の
具
体

化
に
あ
わ
せ
、
不
動
産
登
記

制
度
も
見
直
す
方
針
だ
。


